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平成２９年度当初予算編成に関する要望 
 
 

我が国経済は、景気の緩やかな回復基調が続いており、先行きについては、雇

用・所得環境の改善が続くなかで、各種政策の効果もあって、緩やかに回復して

いくことが期待されている。 

こうした中、県政運営においては、地域が一体となって、県民の多様なニーズ

に的確に応えるとともに、中長期的な視点を持ち、地域の活性化に向けた取組や

将来の税源の涵養に向けた取組を着実に推進することが求められている。 

とりわけ、南海トラフ地震等を想定した防災・減災対策、少子高齢社会に対応

した医療・福祉対策、社会資本の老朽化や環境・エネルギーリスクの増大への対

応などの県民の安全・安心な暮らしを確保する施策を推進する必要がある。そし

て、これからの10年間が愛知の将来の発展に向けて極めて重要であるとの認識の

下、基盤整備に重点的に取り組むとともに、日本一の産業県・愛知の競争力を更

に高める、ＦＣＶを始めとする次世代自動車産業、航空宇宙産業、ロボット、健

康長寿産業などの次世代産業の育成・振興、産業空洞化等への対応、さらにはリ

ニア中央新幹線の開業による国土構造を始めとする様々な分野における変化等を

見据えた対応などの施策に重点的に取り組むことが必要である。 

また、我が党県議団は、平成27年10月に地方創生に関する提言を提出したとこ

ろであるが、愛知にふさわしい地方創生の実現に向けた取組も本格化していかな

ければならない。 

こうした取組を進めていくため、引き続き行財政改革に積極的に取り組み、よ

り一層効果的・効率的に政策を実施するための運営体制と財政基盤を確保し、愛

知の未来を力強く切り拓いていかなければならない。 

以上の観点から、平成29年度当初予算編成に当たり、下記事項の実現に向けて、

特段の措置を講じられるよう強く要望する。 
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記 
 

１ 社会資本整備の推進 
 

・ 道路、河川など社会資本の整備や農林水産業の効率化等を図る基盤整備を

積極的に促進するため、地域の実情を十分に踏まえ、公共事業予算の積極的

な確保に努めること。 
 

・ 地域の安全確保と活性化を図るための社会基盤整備については、単独事業

予算の積極的な確保と弾力的執行により地域住民の切実な要望に応えるとと

もに、地元建設企業の受注機会の確保を図るため、多様な入札契約制度の活

用などを検討し、現場を担う地域の建設企業の育成に努めること。 

  特に、道路、河川、橋りょう、港湾、海岸堤防、農業基盤施設等の維持管

理等については、点検を行うなどし、計画的に必要な予算を措置すること。 
  

・ 局地的な豪雨や大雪などによる災害が発生していることを踏まえ、河川堤

防の整備、河床掘削、治水砂防、治山、急傾斜地崩壊対策など、水害・土砂

災害対策に積極的に取り組むこと。 
 

・ リニア中央新幹線や高速道路等の広域交通基盤の整備状況を踏まえて、中

長期的かつ県境を越えた広域的な視点に立った地域づくりを進めるとともに、

名古屋駅と豊田市間の速達化など、地域内の基幹交通網等の整備促進を図る

こと。 
 

・ リニア中央新幹線の早期整備のため、用地取得への協力や建設発生土の公

共事業等での活用などにより、着実な事業推進を図ること。 

なお、工事実施に当たっては、地域住民の理解を得ながら環境保全に万全

を期すよう、ＪＲ東海に要請すること。 

また、関係機関と連携を図りながら、ターミナル駅となる名古屋駅につい

て、交通機関相互の乗換利便性の向上と一体的な整備促進を図るとともに、

リニア中央新幹線の開業を見据えた名古屋駅周辺のまちづくりに積極的に取

り組むこと。 
 

・ 設楽ダムの建設については、これまでの議論の経緯や地元の意向を十分尊

重し、事業を着実に推進すること。 

また、徳山ダムの水を本県で活用するための木曽川水系連絡導水路の建設

については、治水・渇水対策に必要な事業として、推進を図ってきた長年に

わたる経緯や地域固有の実情を踏まえて適切な対応を図ること。 

  また、長良川河口堰の開門調査については、これまでの建設・運用の歴史
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的経緯を尊重し、岐阜・三重両県や関係機関の意向、産業・県民生活に与え

る影響を考慮し、対応を図ること。 
 

２ 防災・減災対策及び環境対策の推進 
 

・ 東日本大震災を踏まえ、南海トラフ地震等への備えを万全なものとするた

め、新たな被害予測調査の結果を踏まえて策定した、「第３次あいち地震対

策アクションプラン」の取組を市町村や関係機関と十分に連携しながら進め

るとともに、取組状況の県民への十分な周知を図ること。 

また、政府の現地対策本部としての施設整備が行われた名古屋市三の丸地

区と同様に、名古屋飛行場（小牧基地）及び名古屋港についても基幹的広域

防災拠点として早急に整備するよう、国に強く働きかけること。 
 

・ 平成28年熊本地震における課題を検証し、愛知県地域防災計画や防災に関

するマニュアル等に基づく本県の地震防災対策の充実強化を図ること。 
 

・ 県民の生命・財産・暮らしを守る観点から、ゼロメートル地帯等における

避難場所や広域防災拠点の確保、防潮林の整備等の津波・高潮対策、橋りょ

う・県立高校の耐震対策、農地のみならず地域全体の排水を担う農業用排水

機場の整備、ため池の耐震対策、土砂災害警戒区域の指定、県営水道の地震

防災対策、緊急車両等の輸送ルートの確保、帰宅困難者対策などの防災・減

災対策を、国、市町村、民間等と十分に連携しつつ、可能な限り計画を前倒

しして強力に推進すること。 

  また、民間の住宅や建築物についても、耐震診断・耐震改修の促進のため

の補助制度の周知等、耐震化の推進に努めること。 
 

・ 近年増加傾向にある局地的な大雨（いわゆるゲリラ豪雨）における課題を

検証して、愛知県地域防災計画や防災に関するマニュアル等を見直し、防

災・減災対策の強化に取り組むこと。 

特に、市町村や関係機関と連携・協力して、帰宅困難者への情報提供や一

時滞在施設の確保等の帰宅困難者対策に取り組むこと。 
 

・ 地域防災力の充実強化のため、地域防災の要である消防団への加入促進や

消防団の活動を支援する取組を積極的に進めること。 
 

・ 消防職団員の教育訓練機関である消防学校について、施設の老朽化などに

対応するため、その機能の充実強化に積極的に取り組むこと。 
 

・ 地球温暖化の防止については、エネルギー対策の観点からも、住宅用太陽
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光発電施設、小水力発電の普及等、再生可能エネルギーの積極的な導入を図

ること。 

  また、次世代自動車の普及促進を図るため、ＦＣＶ、電気自動車、プラグ

インハイブリッド自動車などの導入支援を行うとともに、充電インフラ・水

素ステーションの整備等を促進すること。 

また、「あいち森と緑づくり税」を活用して森林の保全、都市緑化及び環

境活動・環境学習施策を展開することにより、環境首都あいちにふさわしい

地域づくりに取り組むこと。 
 

・ 廃棄物については、再利用、再資源化等による排出量削減の取組を進める

とともに、不適正処理対策の強化に取り組むこと。 

  また、産業廃棄物税の収入により積み立てた基金を活かし、先導的なリサ

イクル産業の創出・育成を図ること。 

  さらに、本県において大規模災害が発生した場合に速やかな復旧・復興が

図られるよう、愛知県災害廃棄物処理計画に基づき、広域的な災害廃棄物処

理体制の整備を着実に進めること。 
 

・ 海洋漂流物・海岸漂着物については、国や市町村と連携・協力を図り、回

収・処理対策を推進すること。 
 

・ 生物多様性条約第10回締約国会議（ＣＯＰ10）で採択された「愛知目標」

の達成に貢献できるよう、生態系ネットワークの形成、希少野生動植物種の

保護等の施策を積極的に推進すること。  

  なお、イノシシ、シカ等の有害鳥獣の被害が深刻化していることから、十

分な対策を講じること。 
 

 ・ 三河湾の環境再生に向けて、「三河湾環境再生プロジェクト」を継続し、

県民、ＮＰＯ等団体、市町村及び県が一体となった取組の更なる推進を図る

とともに、覆砂、干潟・浅場の造成、藻場の再生、貧酸素水塊の解消等の三

河湾再生のための実効性ある取組を進めること。 
 

３ 行財政改革及び広域連携の推進 
 

・ 「しなやか県庁創造プラン（愛知県第六次行革大綱）」に基づき、人材、

資産、財源等の県の持つ限られた経営資源を最大限に活用しながら、事務事

業や公の施設の見直し、業務の更なる民間委託及び組織・人事・業務の適正

な見直しを着実に推進するなど、行財政改革を一層強力かつ速やかに進めて

いくこと。 
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・ 県有施設の長寿命化については、施設類型ごとの長寿命化計画を速やかに

策定し、効率的に対策を進めること。 

また、改修にこだわることなく、機能面の老朽化への対応も十分踏まえた

検討を行うこと。 
 

・ 真の分権型社会を実現するため、国に対して権限と財源の着実な移譲を働

きかけること。 
 

・ 地域間の税収格差を調整するのは、本来、地方税の国税化による地方間の

水平調整ではなく地方交付税の役割であるため、地方の安定的な財政運営の

ために国税の法定率の引上げ等による地方交付税総額の増額確保を引き続き

国に強く求めること。 
 

・ 臨時財政対策債について、速やかな廃止を引き続き国に強く求めるととも

に、廃止されるまでの間においても、財政力指数の高い地方自治体に大きな

割合で配分されている不公平な算定方法を見直すよう、引き続き国に強く働

きかけること。 
 

・ 人口減少社会に対応するとともに、高度で専門的な行政課題に対応できる

よう、市町村からの権限移譲の要望や市町村間の広域連携の取組などに対し、

積極的な支援を行うこと。 
 

・ 地方創生については、東京一極集中に歯止めをかけ、日本の活力を取り戻

す大きな核としての役割を本県が果たしていけるよう、地域別・分野別の課

題をしっかりと分析し、「愛知県人口ビジョン・まち・ひと･しごと創生総合

戦略」に基づき、総合的かつ効果的な取組を市町村とも連携して積極的に進

めること。 

  特に、首都圏在住の若者等に対して、本県の住みやすさのＰＲを市町村と

連携して積極的に行うこと。 
 

・ 道州制については、昨年６月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基

本方針」において、基本法案の動向を踏まえ、必要な検討を進めるとされて

いることから、本県においても、国の動きに合わせ、道州制のあり方や導入

による効果等についての議論を深め、世論を喚起する取組を積極的に進める

こと。 
 

・ 地域における適切な公共サービス提供の確保に向けて、ＮＰＯ、民間企業、

大学などの多様な主体との協働・連携を推進すること。 
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４ 産業・雇用対策の推進 
 

・ 「あいち産業労働ビジョン2016-2020」に沿って、基幹産業として地域の経

済と雇用を支える自動車産業の更なる発展を下支えするとともに、これまで

地域経済に大きく貢献してきた地場産業や、将来大きな成長が期待され、国

際戦略総合特区として具体的な取組が進められる航空宇宙産業の振興を図る

など、産業活性化と就業促進に向けた総合的な取組を推進すること。 

  また、喫緊の課題となっている産業人材の育成・強化について、計画的か

つ効果的な取組の推進を図ること。 
 

・ 依然として厳しい経営環境にある中小企業・小規模事業者に対し、資金調

達の支援、経営支援、雇用の確保など、きめ細やかな対策を講じること。 

  特に、中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援に当たっては、県信

用保証協会や地域の金融機関との連携を強化しつつ、県融資制度の充実を図

ること。 
 

・ 超高齢社会の到来による「買い物弱者」の発生等の今日的課題を踏まえ、

中小商店・商店街と大型店の各々の特色を活かした役割分担の確立と魅力づ

くりに努めるとともに、中心市街地の活性化等を通じた商業・商店街振興策

のより一層の充実を図ること。 
 

・ 県民生活の安定を図るため、正規雇用の拡大を支援しつつ、若年者、高年

齢者、障害者等の雇用の促進に取り組むこと。 
 

・ 「あいち男女共同参画プラン2020」に基づき、男女共同参画社会の実現に

向けた施策を着実に推進するとともに、特に、女性の活躍促進については、

「女性が元気に働き続けられる愛知」の実現に向けて、広範かつ多様な立場

の県民を対象として働く場における女性の定着と活躍の拡大に積極的に取り

組むこと。 
 

・ 国際競争力のある産業集積の維持・発展を図るため、「知の拠点あいち」

の「あいちシンクロトロン光センター」が十二分に活用されるよう、内外に

積極的に働きかけるとともに、産学行政の共同研究等を通じて、自動走行技

術を含む次世代自動車、ロボット、環境・エネルギー、健康長寿等の次世代

産業の育成に積極的に取り組むこと。 
 

・ 産業立地を促進するため、「産業空洞化対策減税基金」に基づく補助制度

や産業立地促進税制等の優遇措置を展開するとともに、国内外からのアクセ

ス利便性の高さ等立地環境の優位性を積極的にＰＲし、先端企業・外国企業
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の誘致に努めること。 
 

・ 豊田・岡崎地区研究開発施設の整備に向けた取組を着実に進捗させるとと

もに、造成工事中及び竣工後の交通量の増大を的確に見積もり、地元住民の

理解を得ながらアクセス道路の整備など環境整備を進めること。 

  また、分譲用地の販売を促進するとともに、将来の発展に向けて、堅実か

つ積極的な用地造成事業の推進を図ること。 
 

・ 「愛知県観光振興基本条例」及び「あいち観光戦略」に基づき、観光振興

に係る予算確保に努め、事業者や関係機関との連携による大型観光キャンペ

ーンや2018（平成30）年に本県で開催される地域伝統芸能全国大会のＰＲ等

を通じて、本県ならではの観光資源の掘り起こしと磨き上げを行うとともに、

誘客の促進を戦略的に展開すること。 

  また、外国人観光客の誘客及びＭＩＣＥの誘致を積極的に進めるとともに、

サービスの充実に努め、本県にふさわしい観光振興を推進すること。 
 

・ 安心・安全な食料の安定的な供給、農地、森林等が有する多面的機能の維

持を図るため、「食と緑の基本計画2020」に基づき、農林水産業の振興と農

山漁村の活性化に取り組むこと。 

特に、県産農林水産物のブランド力強化、県産農林水産物及びその加工食

品の利用促進・輸出拡大、道の駅などを活用した地産地消の推進、６次産業

化等による農家の所得の向上、農地利用の効率化・高度化、耕作放棄地の活

用促進などの農地の保全向上活動、県試験研究機関の予算・人員の確保や他

の機関との共同研究等の取組を積極的に推進すること。  

また、農業基盤施設については、地元負担の軽減を図りつつ、防災・減災

の視点を踏まえ、排水機場、ため池等の計画的な整備・更新と維持管理を積

極的に進めていくこと。 
 

・ 全国一を誇る本県花き生産の一層の発展や花のある豊かな暮らしづくりを

推進するため、「花の王国あいち」の取組を積極的に推進すること。 

  また、「フェンロー国際園芸博覧会」への出展成果、「全国都市緑化あい

ちフェア」の開催成果等も踏まえ、本県での国際園芸博覧会を始めとする各

種の花と緑のイベントの誘致開催について、目標年次を定め、具体的な取組

を推進するとともに、切花市場の一元化を含めて花きの流通の円滑化等にも

取り組むこと。 
 

・ 環太平洋パートナーシップ（ＴＰＰ）協定については、国の動向を注視し

つつ、県政への中長期的な影響も考慮し、適切に対応するとともに、関係者
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への的確な情報提供に努めること。 
 

・ 森林資源が本格的な利用期を迎える中、木材価格の低迷などにより林業採

算性が悪化しているため、循環型林業の推進、県産木材の流通加工体制の強

化や利用促進、新たに開発された建材の導入促進など、林業の活性化に積極

的に取り組むこと。 

  特に、県有施設における県産木材の利用促進を図ること。 
 

・ 2019（平成31）年に本県で開催される全国植樹祭について、開催準備を適

切に行うこと。 
 

・ 名古屋競馬場の弥富市内への移転については、愛知県競馬組合の将来にわ

たる安定した経営を図るとともに、県民にとって魅力ある施設となるよう事

業内容を十分に検討すること。 

特に、事業の推進に当たっては、関係者や地域住民への丁寧な説明に努め、

理解を得て進めること。 
 

・ 防疫対策マニュアルの整備や防疫訓練などを通じて関係者との連携を強化

し、高病原性鳥インフルエンザなどの特定家畜伝染病の発生に備えた危機管

理の徹底を図ること。 
 

・ 漁業の生産性の向上や漁場環境の改善に積極的に取り組むこと。 

  特に、全国一の漁獲量を誇るあさりの、カイヤドリウミグモを原因とする

不漁対策については、他県の情報収集に努めるとともに、漁業者への的確な

情報提供や駆除活動への支援、有効な対策の研究などをより積極的に行うこ

と。 
 

５ 医療・福祉の充実 
 

・ 「あいち健康福祉ビジョン2020」に基づき、県民の福祉、健康づくり及び

医療の充実に努めること。 

特に、喫緊の課題である麻酔科、小児科（新生児）、産科、救急等の深刻

な医師不足に対する医師確保対策、看護・介護人材の確保など医療・介護の

サービスの提供体制の充実に積極的に取り組むこと。 

また、子ども、障害のある方等が診療所・病院の窓口で支払う医療費を公

費で負担する県単独福祉医療については、その制度堅持を図ること。 
 

 ・ 地域医療介護総合確保基金については、必要な予算の確保を国に強く働き

かけるとともに、関係機関との調整を図りながら、在宅医療の充実強化など
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計画に位置付けた事業の推進が図られるよう努めること。 
 

 ・ がんが本県における死亡原因の第１位であることから、「愛知県がん対策

推進条例」に基づき、患者や県民の立場に立ったがん対策を総合的かつ計画

的に推進すること。 
 

 ・ 歯と口の健康は県民の健康で質の高い生活にとって基礎的かつ重要な役割

を果たしていることから、「あいち歯と口の健康づくり八〇二〇推進条例」

に基づき、乳幼児期から高齢期までのライフステージごとの特性等を踏まえ

た、生涯を通じた切れ目のない施策を推進すること。 
 

・ 県立病院について、機能の充実と医療従事者の確保等を着実に進めるとと

もに、企業会計に基づく経営責任の明確化、自主性・自立性の確立など、企

業性を十分発揮することにより、経営を改善して、良質な医療の提供に努め

ること。 

  精神医療センターの改築については、その公的病院としての役割を十分に

踏まえ、着実な進捗を図ること。 

  また、あいち小児保健医療総合センターについては、小児３次救急医療及

び周産期医療の本格稼働を十分に機能させ、小児医療の更なる充実を図るこ

と。 
 

・ 少子化に歯止めをかけるには、子育て支援施策の充実が欠かせないことか

ら、「あいち はぐみんプラン2015－2019」に基づき、保育サービスの充実

や仕事と生活の調和した社会（ワーク・ライフ・バランス）の実現に向けた

取組を推進すること。 
 

・ 増加する児童虐待から子どもを守り、その健やかな成長を支えるため、

「愛知県子どもを虐待から守る条例」に基づき、県、市町村、県民、保護者

等が一体となって、子どもを虐待から守ることに関する施策を総合的かつ計

画的に推進すること。 
 

・ 実効性のある子どもの貧困対策を推進するため、「愛知子ども調査」によ

り生活困窮世帯の子どもの生活実態等を把握すること。 
 

・ 障害者が地域で安心して暮らせるよう、日常生活や社会生活を支援すると

ともに、相談体制の充実等を図ること。 

  心身障害者コロニーについては、本県の障害者医療及び地域療育を支援す

る拠点として再編整備を進めること。 
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・ 「手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用

の促進に関する条例」に基づき、県民が手話を学ぶ機会を設け、その普及に

努めること。 
 

・ あいち健康の森を中核として、全国に先駆けた、認知症に理解の深いまち

づくりのモデルとするオレンジタウン構想を推進すること。 
 

・ 新型インフルエンザ等の感染症や食中毒への対策、さらには放射性物質に

よる汚染の恐れがある食品に関する対策等、県民の健康を守る体制の整備・

充実に万全を期するとともに、風評被害が生じないよう、適切な情報提供に

努めること。 
 

・ 平成28年度中に策定される「愛知県アルコール健康障害対策推進計画（仮

称）」に基づき、アルコール健康障害に関する正しい知識の普及に努めると

ともに、依存症者の社会復帰後の回復支援体制を充実させること。 
 

・ 受動喫煙防止対策強化については、国の動向を注視し、県民への的確な情

報提供に努めること。 
 

・ 医療ツーリズムについては、本県の優れた医療技術の提供により医療の国

際化の推進を図ること。 

なお、外国人患者の受入れに当たっては、地域医療に影響を及ぼさない範

囲で実施するよう十分に配慮すること。 
 

６ 学校教育の充実と文化芸術の振興 
 

・ 「あいちの教育ビジョン2020」に基づき、愛知の未来を切り拓く心豊かで

たくましい人材を育成するため、自ら考える力の育成と基礎学力・体力の向

上を図るとともに、学校生活における規律の徹底と日本人としての誇りが持

てる教育の推進を図ること。 
 

・ 教職員の資質・能力の向上に積極的に取り組み、多様な選考を通して優秀

な人材を確保する体制を整えること。 

  また、部活動の顧問を始めとする教員の負担を軽減する対策を検討するこ

と。 

  さらに、教職員には、教育者としての自覚を強く求め、綱紀粛正を徹底す

るとともに、指導力不足・不適格教員の処遇については、県民の納得が得ら

れるよう厳正な対応を行うこと。 
 

・ 選挙権年齢の引下げを受けて、学校教育における政治的中立性を十分に確
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保しつつ、生徒が有権者として自らの判断で権利を行使することができるよ

う、政治的教養を育む教育を推進すること。 
 

・ 社会的・職業的自立に向けて必要となる基本的な資質や能力を育成するた

め、キャリア教育コーディネーターの配置など、キャリア教育の充実を図る

こと。 
 

・ 高等学校については、地域の実情を踏まえ、総合学科の拡大など、生徒の

ニーズを踏まえた様々なタイプの学校の配置の推進を図ること。 
 

・ ものづくりを中心とした本県産業の将来を担う人材を育成するため、科学

技術やものづくりの知識・技術に関する教育の推進を図ること。 
 

・ 全国学力・学習状況調査の結果を分析し、各教科等の学習の基本となる国

語教育の充実を図るなど、児童生徒の学力の向上に努めること。 
 

・ 中学校については、学習指導要領により、保健体育の授業において武道が

必修となっているため、担当教員に対するきめ細かな研修の実施など、生徒

の安全に万全を期すこと。 
 

・ 次代を担う幼児・児童・生徒の健全育成を図るため、学校を始め関係機

関・家庭・地域が連携・協力して、いじめ、不登校、暴力行為などの問題行

動等の対策や学校の安全対策に積極的に取り組むこと。 

  特に、深刻化するいじめ問題に関しては、未然防止・早期発見・早期解決

に向けて、各学校において校長を中心に全教職員が一致協力して指導に取り

組むとともに、教育委員会においては、警察や地域と連携して学校を支援す

る体制の確立を図ること。 
 

・ 障害のある子どもの教育、外国人児童生徒の教育など、様々なニーズに応

じた教育の充実に努めるとともに、知的障害特別支援学校の過大化による教

室不足の解消、肢体不自由特別支援学校の長時間通学の解消など、教育環境

の充実を図ること。 

また、県立学校施設については、老朽化度合いを的確に把握し、長寿命化

を踏まえた大規模改修や老朽化した施設・設備の更新などを計画的・効率的

に進めること。 
 

・ 建学の精神と独自の教育方針に基づき人間性豊かな特色ある教育を展開す

ることにより公教育の一翼を担っている私立学校の果たす役割の重要性にか

んがみ、私立学校における教育条件の維持向上及び父母負担の軽減を図り、
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私学の健全な発展と安定的な運営を図るため、設置者に対する経常費補助及

び父母に対する授業料軽減補助を二本柱として、私学助成の更なる充実に努

めること。 
 

・ 人間性豊かで文化的な県民生活を実現するため、生涯学習の推進、スポー

ツの推進及び文化芸術の振興に努めること。 

  また、「山・鉾・屋台行事」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことを

契機に、市町村等と連携し、県内各地域で保存・継承されている伝統文化を

国内外に広く発信し、観光集客につなげる取組を進めること。 
 

・ 芸術文化センターについては、本県における文化芸術施策を展開する拠点

施設としての機能を維持するため、老朽化した施設設備の改修を計画的に進

めるとともに、質の高い舞台芸術や美術展等の開催を推進し、芸術創造・発

信機能を一層強化すること。 
 

７ 治安対策の充実 
 

・ 本県の厳しい犯罪情勢に対応するため、「あいち地域安全戦略2017」に基

づき、住宅対象侵入盗や特殊詐欺等の県民の安全・安心を脅かす犯罪の抑止

対策を積極的に推進するとともに、検挙率の向上に取り組むこと。 
 

・ 暴力団員等による不当な行為の防止や、不当な影響を排除するため、「愛

知県暴力団排除条例」の効果的な運用を図るとともに、保護対策の充実・強

化や広報啓発活動を積極的に推進すること。 

また、犯罪捜査のインフラ整備を一層推進するとともに、地域の状況を踏

まえた街頭防犯カメラの増設や家庭における防犯設備の普及促進に取り組む

こと。 
 

・ 「愛知県交通安全条例」の基本理念を踏まえ、交通事故のない安全で安心

な愛知の実現に向けて、子どもや高齢者を交通事故から守る取組などを一層

強化すること。 

  なお、自転車の通行ルールについては、平成27年６月に導入された自転車

運転者講習制度を踏まえ、市町村と連携しながら県民への周知に取り組むこ

と。 

  また、認知機能の低下による交通事故の未然防止に向けて、啓発に取り組

むこと。 

  さらに、本県では車両運転中の「ながらスマホ」に起因する悲惨な交通死

亡事故が発生していることから、こうした危険な行為を防止するため、広報



 -  1 3  -  

啓発や指導取締りなどを強化すること。 
 

・ 交通安全施設については、劣化あるいは老朽化した施設の更新等が着実に

進むよう、十分な予算確保を図ること。 

特に、信号灯器のＬＥＤ化と標示・標識の劣化の補修のための予算の確保

に努めること。 

また、一灯点滅式信号機から一時停止規制への切替えに当たっては、安全

性を十分担保するほか、切替え後の状況に応じて適切に対処するなど、地域

住民や道路利用者の意見に十分配慮すること。 
 

・ 警察署、交番・駐在所等の警察施設については、著しい老朽化と狭あい化

が進む一方、大規模災害の発生時における活動拠点としての機能も期待され

ることから、計画的な改築や施設整備等を迅速に進めること。 

また、交番・駐在所機能の更なる充実強化について、治安情勢のほか、地

域住民の声をしっかりと聞き、実情を十分に踏まえて取り組むこと。 
 

８ 県内各地域における振興策の充実 
 

・ 「あいちビジョン2020」について、基本目標に掲げる「日本一の元気を暮

らしの豊かさに」の実現に向け、各部局が十分に連携しつつ、ビジョンに基

づく施策・事業を積極的に展開すること。 

  また、ビジョンに示された尾張・西三河・東三河の将来像の実現に向け、

ビジョンに基づき、積極的に取組を進めていくこと。 
 

・ 地域の実情に応じた県土利用のあり方や総体的な施策の展開を検討し、過

疎地域を含めた県土全域の一層の振興を図ること。 
 

・ 「東三河県庁」については、市町村・広域連合・経済団体等との連携を強

化し、地域と一体となって、東三河振興ビジョンの推進を図ること。 
 

・ 「三河山間地域の振興についての決議（平成18年９月定例議会）」の趣旨

を踏まえ、過疎地域・中山間地域の活性化を図るため、林業の振興、生活基

盤の整備などの一層の振興策を講じること。 

  また、離島地域についても、本土との定期航路の維持、保健医療、教育等

の生活機能の確保等に加え、豊かな自然や漁業を活かした観光振興策への支

援を図ること。 
 

・ 中部国際空港については、路線の新規就航が相次いでおり、今後もＬＣＣ

の拠点化等によって、大幅な利用の拡大が見込まれることから、2027年度の
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リニア中央新幹線開業を視野に入れ、国や関係機関等との連携を図りながら、

二本目滑走路の早期実現に向け取組を進めること。 
 

・ 県営名古屋空港及びその周辺地域については、コミューター航空、防災活

動などの拠点空港及び航空機産業の一大集積地として、その振興を図ること。 

  また、航空機産業の情報発信、産業観光の強化、次代の航空機産業を担う

人材育成の推進のため、あいち航空ミュージアムの整備を進めること。 
 

・ 「あいち公共交通ビジョン（仮称）」に基づき、リニア中央新幹線の開業

も見据えて、県内の鉄道、バス等の公共交通機関の利便性の確保などに取り

組むこと。 
 

・ リニモ（愛知高速交通）については、利用者の増加に向けて、地域の潜在

力を活かした沿線開発及び沿線の大学、施設等と連携した利用促進策を積極

的に展開すること。 

  また、愛知環状鉄道については、利便性の向上を図るため、ＩＣカード乗

車券の導入や輸送力増強などの取組を積極的に進めること。 

  さらに、名鉄西尾・蒲郡線について、沿線にある愛知こどもの国の利用者

拡大の取組と併せ、維持存続に向け利用者増加の取組を積極的に進めること。 
 

 ・ 愛知県国際展示場については、既に「ワールドロボットサミット」や技能

五輪国際大会を始めとする大規模なイベントや展示会の会場に決定している

が、地域の声を踏まえ、交通アクセスの強化を含め、着実に整備を進めると

ともに、利用促進の取組を積極的に進めること。 
 

・ 急速かつ大きく変化する国際情勢に対応するため、「あいち国際戦略プラ

ン」に基づき、人材育成、産業支援等を重視した、国際化施策を総合的に推

進すること。 
 

・ 本県ゆかりの偉人として、世界に誇るべき杉原千畝氏の功績を後世に引き

継いでいくため、広く県民に伝える取組を推進すること。 
 

・ 本県で開催される2019（平成31）年度の技能五輪全国大会及び2020（平成

32）年度の技能五輪全国大会・全国アビリンピック大会の開催準備を適切に

進めること。 

 また、2023（平成35）年の技能五輪国際大会誘致に向けた取組を強化する

こと。 
 

 ・ 「ロボカップ2017世界大会」において、県内モノづくり企業の技術力を世
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界に発信すること。 

   また、本県で開催される2020（平成32）年度の「ワールドロボットサミッ

ト」について、機運醸成や開催に向けた準備等に取り組むこと。 
 

・ 地域の活性化を図るため、「あいちスポーツコミッション」を活用して、

全国・世界に打ち出せるスポーツ大会を招致・育成するとともに、開催に向

けた準備等に取り組むこと。 
 

・ 「ラグビーワールドカップ2019」については、愛知・豊田開催支援委員会

を活用し、本県での試合開催に向けて、機運醸成や大会のＰＲに取り組むこ

と。 
 

・ 「ＦＩＦＡフットサルワールドカップ2020」の招致については、開催国決

定に向け、日本サッカー協会と連携して招致活動を行うとともに、招致機運

の醸成に取り組むこと。 
  

・ 「第20回アジア競技大会」については、名古屋市と連携し、開催機運を盛

り上げるとともに、準備に全力で取り組むこと。 

  また、有望な素質ある選手の発掘と育成に積極的に取り組むとともに、子

どもから大人までの県民全体の体力向上に向けた取組を推進すること。 
  

 ・ 「2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会」については、市町

村と連携して情報発信を行うなど、合宿誘致に積極的に取り組むこと。 
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個別要望事項 

 

〔政策企画局関係〕 

１ 愛知の住みやすさの発信 

 ・ 愛知の住みやすさ発信事業費 
 

〔総務部関係〕 

１ 行政合理化の推進 

 ・ 県有施設長寿命化推進事業費 
 

〔振興部関係〕 

１ 観光の推進 

 ・ 愛知県国際展示場整備事業費 

 ・ 観光振興事業 

２ スポーツを活かした地域振興 

 ・ 第20回アジア競技大会推進費 

３ 交通対策の推進 

 ・ あいち公共交通ビジョン推進費 

４ 航空対策の推進 

 ・ あいち航空ミュージアム関連事業 
 

〔県民生活部関係〕 

１ 女性の活躍促進 

 ・ 女性の活躍促進関連事業費 

２ 私学助成 

 ・ 私立学校経常費補助金 

・ 授業料軽減補助金 

 ・ 私立高等学校入学納付金補助金 

 ・ 私立学校施設設備整備費補助金 
 

〔防災局関係〕 

１ 消防防災対策 

 ・ 消防学校整備検討調査費 
 

〔環境部関係〕 

１ 環境保全総合対策の推進 

 ・ 「環境首都あいち」を支える人づくり 

 ・ 地球温暖化対策 
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〔健康福祉部関係〕 

１ 地域福祉対策 

 ・ 子どもの貧困対策 

２ 障害者の自立支援 

 ・ 手話言語の普及及び障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の 

  促進に関する条例の推進 

３ 安心できる老後のために 

 ・ オレンジタウン構想調査費 

４ 地域保健医療の充実 

 ・ 医療ツーリズム推進事業費 

５ 児童虐待対策 

 ・ 児童相談センターの機能強化 
 

〔産業労働部関係〕 

１ 中小企業の金融対策 

・ 中小企業金融対策貸付金 

２ 次世代産業の創出・育成 

・ 次世代産業振興対策 

３ 雇用安定対策の推進・労働者の福祉対策 

・ 雇用対策・労働者福祉の向上 

４ 産業人材の育成 

・ 産業人材の育成・強化 
 

〔農林水産部関係〕 

１ 農業の振興 

・ 県産農林水産物需要拡大対策費 

・ 農畜産業振興対策事業費 

・ 山間地営農等振興事業費補助金 

２ 農業基盤の整備 

・ 土地改良事業費 

３ 林業の振興 

・ 林業振興対策事業費 

４ 水産業の振興 

・ 水産業振興対策事業費 

５ 農地防災対策 

 ・ 農地防災事業費 

６ 治山施設整備 

 ・ 治山事業費 

７ 環境保全総合対策の推進 

・ あいち森と緑づくり事業費 
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〔建設部関係〕 

１ 道路整備事業 

２ 有料道路整備事業 

３ 河川海岸事業 

４ 砂防事業 

５ 港湾整備事業 

６ 漁港整備事業 

７ 土地区画整理事業 

８ 都市緑化推進事業 

９ 公園緑地整備事業 

10 流域下水道事業、市町村下水道事業 

11 市町村土木事業費補助金 

12 建築物耐震化推進事業 

13 賃貸住宅整備事業 
 

〔企業庁関係〕 

１ 水資源・上水道対策の推進 

 ・ 水道事業 

２ 企業立地の推進 

 ・ 工業用水道事業 

 ・ 用地造成事業 
 

〔教育委員会関係〕 

１ 県立学校の整備 

 ・ 特別支援学校の教育環境整備 

 ・ 高等学校の教育環境整備 

２ 学校教育指導の充実 

 ・ あいちＳＴＥＭ教育推進事業 
 

〔警察本部関係〕 

１ 防犯対策 

 ・ 犯罪の起きにくい社会づくり推進費 

・ 災害警備対策費 

２ 交通安全対策 

・ 交通安全施設整備費 


